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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第３２号
（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業に係る実施方
針（概要版案）及び要求水準書（骨子案）について

１

議案第２０号
平成２８年生駒市議会第６回（１２月）定例会提出議案の意見
について

２～１０

議案第１７号 生駒市いじめ防止基本方針の策定について １１

平成２８年生駒市教育委員会（第１１回）定例会議案目録
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報告第３２号  

 

（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業に係る実施方針（概要  

版案）及び要求水準書（骨子案）について  

 

 （仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業に係る実施方針（概要版案）及

び要求水準書（骨子案）について、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任

等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第６条第５号

の規定により、別冊のとおり報告する。  

 

  平成２８年１１月２８日提出  

                      生駒市教育委員会  

                      教育長  中  田  好  昭    



2 

議案第２０号  

 

   平成２８年生駒市議会第６回（１２月）定例会提出議案の意見について  

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２

９条の規定により、教育委員会の意見を求める。  

記  

【提出議案】  

・平成２８年度生駒市一般会計補正予算（第３回）  

・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の

抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 

  平成２８年１１月２８日提出  

                      生駒市教育委員会  

                      教育長  中  田  好  昭    
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議案第  97 号  

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため  

の消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確  

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付  

税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条  

例等の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２８年１２月７日  

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例等の一部を改正する条例  

 （社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正）  

第１条  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２５年１２月生駒市条例第４

㊢ 
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１号）の一部を次のように改正する。  

  附則第１項ただし書、第３項、第５項、第７項及び第９項中「平成２９年４

月１日」を「平成３１年１０月１日」に改める。  

  附則第１１項中「平成２９年４月分」を「平成３１年１０月分」に、「同年３

月分」を「同年９月分」に改める。  

  附則第１３項、第１５項、第１７項、第１９項、第２１項、第２３項及び第

２５項中「平成２９年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に改める。  

 附則第２７項中「平成２９年４月分」を「平成３１年１０月分」に、「同年３

月分」を「同年９月分」に改める。  

 （生駒市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  生駒市下水道条例の一部を改正する条例（平成２５年１２月生駒市条例

第４２号）の一部を次のように改正する。  

  附則第１項ただし書及び第３項中「平成２９年４月１日」を「平成３１年１

０月１日」に改める。  

 （生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第３条  生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例（平成２５年１２月生駒

市条例第４３号）の一部を次のように改正する。  

  附則第１項ただし書、第４項及び第５項中「平成２９年４月１日」を「平成

３１年１０月１日」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第１７号  

 

生駒市いじめ防止基本方針の策定について  

 

生駒市いじめ防止基本方針の策定について、生駒市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第２条

第１号の規定により、別冊のとおり提出する。  

 

  平成２８年１１月２８日提出  

                      生駒市教育委員会  

                      教育長  中  田  好  昭    

 


